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※「中小企業向けのわかりやすい！運用しやすい！就業規則」は休載します。

妥結額は 90万 3397 円、増減率は 0.47％増（経団連・大手夏季一時金最終集
計）／妥結額は 8012 円、アップ率は 3.00％（経団連・中小の賃上げ妥結結果最
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厚労省・24年度予算概算要求）／建退共の住所変更届出を不要に（労政審、中
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給与引き上げ幅は月額3869円の高水準
人事院は、民間給与との較差を埋めるため、令和５年の国家公務員の給与
（月例給）およびボーナス（特別給）を引上げる旨国会と内閣に勧告した。
給与は 3869 円（0.96％）、ボーナスは年間 4.50 月（0.10 月増）引き上
げる。給与の引き上げ幅は 1994 年の 3975 円に次ぐ高水準となった。

＜ Labor Radar vol.141 ＞ ………………………………………………………… 38


